
第61号様式い（第53条関係）

ます。

２．登録した口座を変更するときは、変更前及び変更後の口座をそれぞれの欄に記入し、改めて提出してください。

取扱者

印

変更前 の登録内容

口座番号

金融機関コード

口座名義（ｶﾅ）

新規

変更 (氏名･住所･
金融機関･その他)

債権者登録書兼支払金口座振替依頼書

支店

マンション
アパート名

令和　　年　　月　　日

立川市から報酬等を受け取るにあたり、次の内容で債権者登録及び口座振替するよう依頼し
立川市長　殿

支店

〒

口座名義（ｶﾅ）

「給与所得者の扶養控除等申告書」について、立川市から支払われる報酬等が主たる収入で、立川市のいずれかの部署
に対して提出している場合には『有』に○をつけ、提出先（例　高齢福祉課、指導課等）を記入してください。
提出をしていない、もしくは他の事業所に対して提出している場合には『無』に○をつけてください。

町域
番地

新規登録（もしくは 変更後 の登録内容）

預　金　種　別

預　金　種　別

支店コード

普通預金　・　当座預金

金融機関名

金融機関コード

フリガナ

住所

※給与所得者の扶養
控除等申告書の提出

氏名

担当課

口座番号

金融機関名

－

支店コード

－

(姓) (名)

債権者コード －

有 (　　　　 　　)・ 無

2

郡

生年月日

普通預金　・　当座預金

年 月

３．口座以外の登録事項に変更があったときは、変更後の内容で、改めて提出してください。

日

◆ 注意事項

　　提出してください。

４．複数の口座登録を希望するときは、新規登録として、再度提出してください。

１．新規に立川市から報酬等を受け取るとき又は登録事項に変更があったときは、この依頼書を勤務する部署に

２．登録された情報は、本人の同意がある場合を除き、上記の目的以外に利用することはありません。

３．各種法令に基づき、登録された情報については、適正な管理を行います。

５．振込口座は、依頼人名義の口座に限ります。

◆ 登録情報の取り扱い

１．登録された情報は、所得税法第225条第１項及び第226条第２項に基づく法定調書作成並びに報酬等の

　　支払いのために利用し、電磁的に記録及び管理されます。

銀行・信託銀行・労働金庫・農協

信用金庫・信用組合・(        )

銀行・信託銀行・労働金庫・農協

信用金庫・信用組合・(        )

市 区

町村

都 道

府 県

提出先
明治 大正

昭和 平成

※

※自署の場合は押印を省

略することができます。


